
－ 取下手続編 －

供託の内容に不備があったり、誤って供託申請をしてしまったりして、送信した供託書を取り
下げたい場合は、「取下書」を作成して法務局に送信することとなります。
この説明書では、供託申請を取り下げる場合の操作方法をご説明いたします。

取下げとは？
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① ログイン

トップページの 『 供託かんたん申請』をクリックしま
す。

ログイン画面が表示されますので、申請者情報登録で設
定した「申請者ＩＤ」と「パスワード」を入力し、『ログ
イン』をクリックします。

ログイン後、供託申請メニューが表示されますので、
『処理状況を確認する』をクリックします。

② 取下する申請番号の確認
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取下する供託申請の申請番号をコピー（又はメモ）し、
『供託申請メニューへ』をクリックして戻ります。



ア 『取下書を提出する。』にチェックを入れます。

入力が終了したら『次へ』をクリックします。
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③ 取下書の作成

供託申請メニューの『取下げ【かんたん】』をクリック
します。
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イ 『供託所選択』をクリックし、取下する供託申請を申
請した供託所を選択します。

ウ 取下する供託申請に記載した申請者の住所・氏名を入
力します。法人の場合は、代表者の資格・氏名も忘れず

に入力してください。

カ 取下理由を入力します。
例）再申請済みのため、重複申請のため

エ 「②取下げする申請番号の確認」にて確認した取下す
る供託申請の申請番号を入力する。

オ 取下する供託申請の申請様式をプルダウンメニューか
ら選択します。
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入力内容の確認画面が表示されますので、内容に誤りが
ないか確認の上、画面下の『 確定 』をクリックしてくだ
さい。

内容を修正する場合は、『 戻る（申請書作成）』をク
リックしてください。

以上で取下書の送信手続は終了です。

送信確認画面が表示されますので、表示された内容を確
認の上、『送信実行』をクリックしてください。

※ 送信後、法務局に申請情報が到達しているかどうかは、
処理状況確認画面から確認することができます。

処理状況確認画面は、申請情報の送信後に表示される
送信完了画面から『 処理状況を確認する』をクリックす
るか、又は供託申請メニュー画面から『 処理状況を確認
する 』をクリックします。

④ 取下書の送信
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あなたの書いた遺言書をお預かりします！

自筆証書遺言書保管制度
詳しくは👉遺言書ほかんガルー



供託の申請内容については、申請先の
法務局へお問い合わせください。

■ 申請内容・方法の事前相談
■ 申請書への入力内容や書き方が分からない

等

かんたん申請の入力・操作方法につい

ては、サポートデスクにお問い合わせく
ださい。

■ システムにログインができない
■ かんたん申請の流れを教えてほしい
■ 納付方法が分からない 等

＜お問合せ時間＞

月曜日から金曜日まで
８時３０分から１９時００分まで

＜お問合せ電話番号＞

050ビジネスダイヤル

０５０－３７８６－５７９７

050ビジネスダイヤルを御利用いただけ
ない場合（IP電話番号）

０５０－３８２２－２８１１
又は

０５０－３８２２－２８１２
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供託かんたん申請 お問合せ先

金沢地方法務局輪島支局
〒９２８－００７９
輪島市鳳至町畠田９９－３

電話 ０７６８－２２－０４２６

金沢地方法務局七尾支局
〒９２６－８５２０
七尾市小島町大開地３－７

電話 ０７６７－５３－１７２１

金沢地方法務局小松支局

〒９２３－０８６８
小松市日の出町１－１２０

電話 ０７６１－２２－６３００

登記・供託オンライン申請システム

操作サポートデスク

かんたん申請の利用可能時間

平日月曜日から金曜日まで
８時３０分から２１時まで

※ 土日祝日・年末年始（12/29～1/3）は御利用いただけません。
※ 申請情報が１７時１５分を過ぎて法務局に到達した場合は、その

翌開庁日に受付がされます。
※ システムメンテナンスのため、一時的に利用が停止される場合が

あります。

金沢地方法務局供託課
〒９２１－８５０５
金沢市新神田４－３－１０

電話
FAX

０７６－２９２－７８３２
０７６－２９２－７８２６


